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子どもたちに豊かな体験と家族のふれあいを －もうすぐ夏休みが始まります－ 
 

夏休みは、子どもたちの自由に使える時間が増え、普段できないことにじっくり取り組んで様々な

体験をしたり、家族のふれあいをたくさん持てる絶好の機会です。思い出に残る楽しい夏休みにする

ためにお子さんと夏休みの過ごし方について話し合ってみましょう。区内には親子で利用できる施設

がたくさんあり、親子で楽しめる催しもあります。夏休みに親子で出かけてみませんか。 

 

 平成１４年４月から完全学校週５日制が始まり、１年余りが経過しました。この制度は、子どもた

ちが家庭や地域で過ごす時間を増やし、ゆとりの中で生活体験や自然体験、社会体験、文化･スポー

ツ活動などを経験させ、豊かな心やたくましさをはぐくむことを求められています。また、家庭にお

いては、社会で生活していく上で大切なことを、家族のふれあいを通してきちんと身に付けさせるこ

とが求められています。子どもたちの休みの過ごし方は変ったでしょうか。せっかくの休みを有意義

に過ごしてほしいものです。 

 まもなく夏休みが始まります。子どもたちの自由に使える時間が増えます。体験活動や勉強、スポ

ーツのほか、普段できないことにじっくり取り組む良いチャンスです。夏休みを有意義で、楽しいも

のにするためにお子さんと夏休みの過ごし方について話し合ってみましょう。お子さんに豊かな体験

をさせるとともに、家族とふれあい、家族と一緒に活動する時間をもってあげてください。 

夏休みに親子で楽しめる施設や催しなども次のとおりありますので、ぜひご利用ください。 

すみだ生涯学習センター 

■こども一芸ひろば 

知恵・工夫・技術・経験等の「一芸」を持っている方を講師として、子どもたちに「一芸」を披露

したり教えたりします。[とき]７月１９日(土)午後１時半～３時半[主な講座]フラダンス、アンデス

のくらし、紙芝居、英語、竹とんぼ、バルーンアート、草笛、ベーゴマ、囲碁、将棋、パソコンでＴ

シャツ作り、空き缶で楽器作り、からくり絵本、ちぎり文字、ミュージカル公演、星空ひろば[費用]

無料(講座によっては５００円以内の教材費が必要)[申込み]当日直接会場へ ※講座ごとに定員が

あります。[問合せ]すみだ学習ガーデン事務局 電話５２４７－２００６ 

■スターガーデン 

☆夏の天・覧・会 

プラネタリウムでの星空解説の後、天体望遠鏡で、すみだの夜空の本物の星を観察します。[とき]

８月２日(土)午後７時～８時半[会場]プラネタリウム館と第三寺島小学校[対象]どなたでも(未就学

児や小中学生は必ず保護者同伴)[定員]７０名(抽選）[費用]無料[申込み]下表のとおり 

☆プラ・キッズ 

自分で天体望遠鏡キットを組み立て、完成後、当日見られる月や星をのぞいてみます。[とき]８月

９日(土)午後６時～８時(受付は午後５時４５分～)[会場]生涯学習センター創作活動室[対象]小学

生とその保護者(未就学児は不可)[定員]３０組６０名(抽選)[費用]２５００円程度の材料費[申込

み]下表のとおり 

☆夏休み特別投影 



７月１９日から８月３１日まで、夏休みの特別投影(星座オデッセイ)を行います。詳しくは、すみだ学

習ガーデン事務局にお問い合わせください。 

☆夏の天・覧・会、プラ・キッズの申込方法☆ 

夏の天・覧・会 

７月25日(必着)までに電話、ファックス、電子メールのいずれかで、ファックス、電子メールの場

合は代表者の氏名、年齢、参加人数(１グループ４名まで)、郵便番号、住所、電話番号(昼間の連絡

先)のすべてを明記し、すみだ学習ガーデン事務局「天・覧・会」係まで 

プラ・キッズ 

７月25日(必着)までに電話、ファックス、電子メールのいずれかで、ファックス、電子メールの場

合は参加者の氏名、年齢、郵便番号、住所、電話番号(保護者の昼間の連絡先)のすべてを明記し、す

みだ学習ガーデン事務局「プラ・キッズ」係まで 

○すみだ学習ガーデン事務局  
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 スターガーデンメールアドレス stargarden@amber.sakura-catv.ne.jp 

すみだ郷土文化資料館 

すみだ郷土文化資料館では、墨田区の歴史や文化などを後世に伝えるとともに、模型、パネル、マ

ルチメディアなどを利用して、来館された方が見て、触れて、楽しんで、学ぶことができるような展

示や催しを行っています。８月３日(日)まで、すみだゆかりの幕臣たちの生涯をご紹介する企画展「幕

臣たちの幕末・明治 ｜ 勝海舟とその時代 ｜ 」を行っています。[時間]午前９時から午後５時（入館

は午後４時半まで）[観覧料]▼一般＝１００円 ▼中学生以下＝無料 ※毎週月曜日及び第四火曜日

(祝日の場合は翌日)は休館日です。 

わんぱく天国 

稲穂の上を幻想的に飛び交うホタルの美しさをご覧いただくホタル鑑賞の夕べを開きます。また、

自然をテーマにしたクイズ大会もあり、正解者には抽選で５０人にかぶと虫をプレゼントします。[と

き]ホタルの夕べ＝７月１９日(土)・２０(日)午後７時～９時▽クイズ大会＝２０日(日)午後３時～

４時[会場]わんぱく天国[対象]どなたでも[定員]なし[費用]無料[申込み]当日直接会場へ 

プール 

夏季の期間、錦糸公園屋外プールを開放しています。[期間]７月２０日までの毎週土・日曜日及び

７月２１日～８月３１日  ※８月４日(月)は清掃のため利用できません。[時間]▼第１回＝午前９

時半～１１時半 ▼第２回＝正午～午後２時 ▼第３回＝午後２時半～４時半 ※各回ごとの入れ

替え制です。 ※幼児には付き添いの方が必要です。[入場料(１時間当たり)]▼一般（高校生以上）

＝１６０円 ▼中学生以下＝５０円 

このほか区内には、屋内プール体育館、両国屋内プール、「流れるプール」や「ウォータースライ

ダー」などを備えたレジャー型プールのあるすみだスポーツ健康センターがあります。 

図書館 

各図書館では、人形劇や映画会、お楽しみ会などを予定しています。このほか、例月のとおりお話

会や工作会等も実施しますので、各図書館にお問い合わせください。 

その他の区民施設 

このほか児童館、コミュニティ会館、社会福祉会館、家庭センター等でも子どもたちや家族に楽し

んでいただけるよう、様々なイベントを開きますので、各施設にお問い合わせください。 



■ 施 設 一 覧 

すみだ生涯学習センター 東向島 2-38-7 �５２４７－２００１ 

すみだ郷土文化資料館 向島 2-3-5 �５６１９－７０３４ 
わんぱく天国 押上 1-47-8 �３６１２－１４５６ 
錦糸公園屋外プール（区体育館） 錦糸 4-15-1 �３６２４－４４８３ 
屋内プール体育館 向島 5-6-13 �３６２５－７６４５ 
両国屋内プール 横網 1-8-1 �５６１０－００５０ 
すみだスポーツ健康センター 東墨田 1-6-1 �５２４７－７７５５ 
あずま図書館 文花 1-19-1 �３６１２－６０４８ 
緑図書館 緑 2-24-5 �３６３１－４６２１ 
寺島図書館 東向島 3-34-4 �３６１１－４６１０ 
立花図書館 立花 6-8-1-101 �３６１８－２６２０ 
八広図書館 八広 5-10-1-104 �３６１６－０８４６ 
八広児童館 八広 2-38-14 �３６１１－２２２７ 
江東橋児童館 江東橋 1-15-4 �３６３４－８８８３ 
東向島児童館 東向島 6-6-12 �３６１１－２５００ 
立花児童館 立花 1-27-9 �３６１９－５７８１ 
立川児童館 立川 1-5-2 �３６３３－２８７４ 
中川児童館 立花 5-18-9 �３６１９－７１８８ 
八広はなみずき児童館 八広 4-27-8 �３６１７－７０６０ 
フレンドリープラザ･墨田児童会館 墨田 2-30-15 �３６１４－７１４１ 
フレンドリープラザ･文花児童館 文花 1-32-11 �３６１９－７５７３ 
フレンドリープラザ･外手児童館 本所 2-6-9 �３６２１－４５３１ 
さくら橋コミュニティセンター 向島 2-3-8 �３６２３－２１８１ 
東駒形コミュニティ会館 東駒形 4-14-1 �３６２３－１１４１ 
梅若橋コミュニティ会館 堤通 2-9-1 �３６１６－１１０１ 
横川コミュニティ会館 横川 5-9-1 �５６０８－４５００ 
社会福祉会館 東墨田 2-7-1 �３６１９－１０５１ 
家庭センター 亀沢 3-24-2 �３６２５－５１７７ 

注：休館日、利用時間、利用料（有料の場合）等は各施設にお問い合わせください。  

平成１６年度学校選択制度 －申請手続きのご案内－ 
 学校選択制度が３年目を迎えます。 

 本制度は、現行の住所によって学校を指定する「通学区域制度」を維持しながら、区立小・中学校

に入学する新１年生を対象に、お子さんや保護者の方が希望する学校を、すべての区立小・中学校の

中から選べるようにする制度です。 

来春、新たに区立小・中学校に入学予定のお子さんのうち、通学区域外の学校への入学を希望され

る方は、「希望選択票」をお出しいただきます。 

 なお、通学区域の学校に入学する場合は、手続きの必要はありません。 

 また、この制度についての説明会を下表のとおり開催しますので、ご来場ください。 

【学校選択制度の説明会日程表】 

開 催 日    会    場    所 在 地   電   話 

７月３０日（水） 家庭センタ－・ホ－ル 亀 沢３－２４－２ ３６２５－５１７７

８月 １日（金） 曳舟文化センタ－・レクホ－ル 京 島１－３８－１１ ３６１６－３９５１

８月 ５日（火） 区役所・131会議室（１3階） 吾妻橋１－２３－２０ ５６０８－６３０３

※開催時間はいずれの会場も午後７時から８時半の予定です。 

  当日は直接会場へご来場ください。なお、お車でのご来場はご遠慮ください。 

 



■学校選択できる方 

 １６年度に墨田区立小・中学校に入学予定の区内在住の新１年生、または区外からの転入生 

■学校選択の範囲 

 区立小学校全２８校・中学校全１２校 

 ※学校では自転車通学を認めていません。学校を選択する際は、通学経路の安全性や通学時間を十

分に考慮してください。 

■学校選択の手続き 

【希望選択票の送付】９月中旬(予定)に学校案内パンフレットとともに、次のとおりお送りします。 

▼来年入学予定の小学新１年生の保護者＝郵送します。 

▼区立小学校に在籍している６年生の保護者＝在籍小学校から児童を通じてお渡しします。 

▼区内在住で私立小学校などに通い、区立小学校に在籍していない６年生の保護者＝郵送します。 

【希望選択票の提出】通学区域外の小・中学校を希望する場合は、希望する学校名等を記入して、郵

送または直接、教育委員会事務局学務課（区役所１１階）にお出しください。 

※従来どおり通学区域の学校を希望する方は、手続きの必要はありません。 

【提出期限】１１月中旬（予定） 

※日程の詳細は、希望選択票と一緒にお送りします。 

■募集人数（受入れ可能人数） 

 各学校の施設等の状況等により、受入れ可能人数は異なります。各学校の状況については、１０月

の本紙等でお知らせします。 

■申込み多数の場合 

 入学希望者が特定の学校に集中し、全員の入学が困難な場合は、通学区域内の児童・生徒を優先し、

通学区域外の希望者を対象に抽選を行います。その場合には、１１月中旬に通知をし、１２月上旬に

公開抽選を行います。 

 抽選に漏れた場合は、現行の通学区域の学校に通うことになりますが、補欠として１６年２月下旬

まで登録し、希望校に転出等により辞退者が出た場合は、補欠順位の上位から希望校への就学指定の

変更ができます。 また、受け入れに余裕がある小・中学校を選ぶこともできます。 

■学校情報の提供 

【学校公開】学校の様子をどなたでもご覧いただけるよう、ＰＴＡの協力を得て、１０月を中心に行

います。公開日は本紙の６月号でお知らせいたしましたが、９月の「区のお知らせ」にも掲載する予

定です。 

 この学校公開以外にも、各学校独自に、公開授業や学校説明会等を実施していますので、それぞれ

の学校にお問い合わせください。 

【学校案内パンフレット】各小・中学校の教育方針等の情報を載せた冊子を学校選択の対象者には全

員にお届けします。それ以外で必要な方は各小・中学校または学務課にお問い合わせください。 

［問合せ］学務課学校事務担当 電話５６０８－６３０３ 
増築棟の使用を再開しました －八広小トルエンが基準値以下に－ 
八広小学校の増築棟で国の定める基準を超えるトルエンが検出されたため、その使用を中止していま

したが、トルエンの除去に努めた結果、６月２２日までに全ての測定箇所で基準値を下回りました。こ

のため７月１１日から増築棟の使用を再開しました。この問題では、児童や保護者を始め、関係者の皆

様に多大なご迷惑をおかけしましたことを、あらためて深くお詫びします。今回のことを教訓に今後、

２度とこのようなことがないよう再発防止に努めてまいります。 

■教育長らを処分 

この問題で、山﨑昇区長が責任の所在を明らかにするため減給１０の１(１か月)としました。また近

藤舜二教育長が減給１０の１(１か月)の懲戒処分をされました。このほか、関係職員６人が訓告、３人

が文書注意の処分をされました。 



[問合せ] 庶務課施設担当 電話５６０８－６３１３ 
夏休み中も相談を行っています！  
 区では、学校生活や子育てに関する悩みや心配についての相談機関を設置しています。 

 夏休み中も受け付けていますので、ご心配なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

相談窓口 内   容 相談日時 相談場所 電  話 

教 育 相 談 

教育上の問題（不登校、

友人関係、性格、学業

等）、悩みごとについて 

毎日（第４月曜日・

祝日を除く） 

９：００～１７：００ 

※予約が必要です

教育相談室 

（すみだ生涯

学習センター

内） 

５２４７－２０１２

親子電話相談 
親と子の間にあるあらゆ

る問題の相談 

毎日（第４月曜日・

祝日を除く） 

９：００～１７：００ 

教育相談室 

(すみだ生涯学

習センター内） 

５２４７－２０１５

ヤングテレフォン

相談 

子どもや青少年を対象に

あらゆる悩みごとの相談

毎日（第４月曜日・

祝日を除く） 

９：００～１７：００ 

教育相談室 

(すみだ生涯学

習センター内） 

３６１６－１００３

いじめ相談 いじめに関する相談 

月～金曜日 

（祝日を除く） 

９：００～１７：００ 

いじめ相談室 

（第三寺島小

学校内） 

５２４７－２７８１

生活指導・ 

進路指導相談 

子どもの生活、進路など

に関する相談 

月～金曜日 

（祝日を除く） 

９：００～１７：００ 

生活指導・進

路指導相談室 

（第三寺島小

学校内） 

３６１３－０１２７

◆このほか、各幼稚園では「子育て出前相談」を行っています。夏休み中も各幼稚園へ相談員が巡回し

ています。具体的な日時は、各幼稚園にお問合せください。 
エアコンを設置しました －全中学校３年生の普通教室－ 
これまで小中学校の普通教室には、エアコンが設置されていませんでした。(ＪＲの騒音対策等のた

めに、両国中学校と竪川中学校は設置済み) しかし、近年、都市部を中心にしたヒートアイランド化現

象により、夏休み期間中に限らず、長期間にわたり教室が高温化し、授業効率が低下している状況があ

ります。また、学力向上のための補習授業や、学校施設の地域開放などにより夏休み中の教室の利用も

増えています。学校関係者や保護者からもエアコン設置の要望が多く寄せられていました。こうしたこ

とから、教育委員会では、学習環境の向上等を図るために普通教室の冷房化を進めていきます。本年度

は、全中学校の３年生の普通教室と八広小学校にエアコンを設置しました。残りの小中学校の普通教室

についても、順次設置をしたいと考えています。 

[問合せ] 庶務課施設担当 電話５６０８－６３１３ 

ご利用ください －すみだ中小企業センター講習室－ 
例年、夏休みになりますと、あずま図書館の学習室を利用される方が激増します。このため、夏休み

の期間中、すみだ中小企業センター２階の講習室を勉強室として開放します。ぜひご利用ください。[期

間]７月１９日(土)～８月３１日(日) ※図書館の休館日及びすみだ中小企業センターで使用する日は

利用できません。[時間]午前９時～午後４時[対象]中学生以上[問合せ]あずま図書館 電話３６１２－

６０４８ 

教育委員会の動き（４月～６月） 
 教育委員会は、５人の委員で組織され、教育行政の基本的な施策の決定と重要な案件の処理を行って

います。会議は、原則として毎月第１及び第３木曜日に定例会を、また必要に応じて臨時会を開催しま

す。４月～６月は、定例会を５回、臨時会を２回開催し、６件の議案を審議し、２１件の報告を受けま

した。 

主な議案 
●平成15年度墨田区一般会計補正予算案に関する意見の聴取について 

●榛名高原学園の廃止について 



●指導主事の旅費に関する規程の一部改正について 

主な報告 
●平成15年度学力向上のための取り組みについて 

●墨田区立八広小学校における室内空気汚染について 

 


